
大崎町公告　第９号

町有財産の売却について， 下記のと おり 一般競争入札を行 うので， 地方自治法（昭和 ２２ 年法律

第６７号）第 ２３４条の６ 第１ 項及び大崎町契約規則 （昭和５３年大崎町規則第 ３号）第 ２条の規定

によ り， 次の とお り公告する。

令和 ５年 １２ 月１日

１　 入札に付する物件

大崎町長　東　靖弘

｀屁

物件番号

【上地】 Ｒ５ －１

物件 土地

所在地

・大崎町永吉馬場園２６７５－１

・大崎町永吉馬場園２６７３－１

・大崎町永吉馬場園２６７３－２

・大崎町永吉馬場園２６７３－３　　 合計 ４筆

面積 合計　３， ６００． ００㎡

地目 畑

予定価格 ２０ １， ６００円

２　 入札参加資格

（１ ）農地法 （昭和２７年法律第２２９ 号） に基づく 大崎町農業委員会が発行する買受適格証明書を

有する者。

（２ ）地方自 治法施行令（昭和 ２２ 年政令第 １６ 号） 第１６７ 条の ４の規定に該当しない者であるこ

と。

（３ ）地方自 治法第２３８ 条の ３第 １項の規定に該当 しない者であ るこ と。

（４ ）次のアからケまでのいずれに も該当しない者である こと 。なお， 資格要件確認のため，志

有志警察署に照会する場合があ る。

ア　 暴力団（暴力団員 によ る不当な行為の防止に関する法律（平成 ３年法律第７７号）第 ２条

第２ 号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。）

イ　 暴力団員 （暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第 ２条第６ 号に規定する暴

力団員をいう。以下同 じ。）



ウ　 役員等が，暴力団員である と認められる法人又は個人

工　 暴力団又は暴力団員が，その経営に実質的に関与 している法人又は個人

才　 役員等が，自 己， 自社若し くは第三者の不正な利益を図る 目的又は第三者に損害を加え

る目 的を もっ て， 暴力団又は暴力団員を利用 している 法人又は個人

力　 役員等が暴力団又は暴力団員に対し て， いかなる名義をも ってする かを問わず， 金銭，

物品その他の財産上の利益を不当に提供 し， 又は便益を供与するな ど， 直接的又は積極的

に暴力団又の維持 運営に協力し，又は関与してい る法人又は個人

キ　 役員等が，暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は

個人

ク　 役員等が，暴力団又は暴力団員であるこ とを知り なが ら不当な行為をするために これら

を利用している法人又は個人

ケ　 アか らク までに定める者の依頼を受けて入札に参加しよう とする法人又は個人

３　 入札の日 時及び場所

（１ ）日 時　　令和 ６年 ３月 １日 （金）

受付時間 ：午前９ 時３０分

入札開始 ：午前１０時

（２ ）場所　　 大崎町役場　庁舎 ２階　応接室

曽於郡大崎町仮宿 １０２９ 番地

４　 入札の方法等

（１ ）入札に参加する ため に必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は， 町有財産売払い

一般競争入札実施要領 （以 下「実施要領」と いう 。） によ る。

（２ ）入札に参加 しよ うと する者は，令和６ 年２ 月２８日 （水）午後５ 時ま でに，次の部署に入札

参加申込みを しなければな らない。

なお，送付の方法によ り入札参加申込みをする場合は，令和６ 年２ 月２８日 （水）午後５

時までに必着のこ と。

大崎町役場総務課管財係

曽於郡大崎町仮宿 １０２９ 番地　郵便番号　８９９－７３０５

５　 実施要領の交付期間及び交付場所



（１ ）交付期間　 令和 ５年 １２ 月１ 日（金） から令和 ６年 ２月 ２８ 日（水） まで （町の休 日を除

く。 ）の午前 ８時 ３０ 分から午後５ 時１５分まで （令和６ 年２ 月２８日 （水）にあ

って は午前８ 時３０分から 午後 ３時まで）交付す る。

（２ ）交付場所　大崎町役場総務課管財係

曽於郡大崎町仮宮 １０２９ 番地

上記以外 に， 大崎町ホームページか らダ ウン ロー ドす るこ とも でき る。

６　 契約条項を示す期間及び場所

５の （１ ）及び（ ２） に同 じ。

７　 入札保証金
¶

入札に参加し よう とする者は， 実施要領に定める方法によ り， 入札当日 の入札執行前 に，

契約金額の１ ００ 分の ５以上の額の入札保証金を納付 しな ければな らな い。

なお，入札保証金は， 入札終了後還付する。 ただ し， 落札者には契約締結後還付する。

８　 入札の無効

次の （１ ）から（１１）までのいずれかに該当する入札は，無効と なり ます。

（１ ）入札に参加する者に必要な資格のない者の した入札

（２ ）入札参加申込みをしていない者の入札

（３ ）２ 以上の入札書 （代理人 として提出する入札書を合む。 ）に よる入札

（４ ）入札金額が加除訂正されている入札書によ る入札

（５ ）入札要件の判明でき ない入札書， 入札金額以外の記載事項の訂正に押印の ない入札書又

は入礼者の押印のない入札書に よる入札

（６ ）記載した文字を容易に消字するこ とのでき る筆記用具を用いて記載した入札書によ る入

札

（７ ）民法（明治 ２９ 年法律第 ８９ 号） 第９５条に規定する錯誤による入札であ ると入札執行者が

認め た場合の入札

（８ ）入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

（９ ）予定価格（最低売却価格）を公告 した入札において は， 予定価格に達 していない入札

（１ ０） 送付，電報又は電送の方法によ る入札

（Ｉ Ｉ） その他入札に関する条件に違反 した と認められる者の した入札



９　 落札者の決定

有効な入札書を提出した者で， 予定価格以上の価格で最高の価格を もっ て申 込みをしたも

のを落札者と する。

１０　用途の制限等一

売買物件について，売買契約締結の 日か ら５ 年間 は， 風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和 ２３ 年法律第 １２２号）第 ２条第１ 項に規定する風俗営業，同条第 ５項に

規定する性風俗関連特殊営業その他これ らに類する業の用に供 し， 又はこれ らの用に供され

るこ とを知り なが ら， 第三者に所有権を移転 し， 若し くは貸してはなら ない。売買物件につ
ダ｀

いて，暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であるこ とが指

定されている者の事務所， その他これに類するも のの用に供し，又はこれら の用に供される

こと を知 りながら，第三者に所有権を移転し，若 しく は貸 してはな らない。

１１　 契約書案の提出

落札者は，落札決定通知を受け た日 から ５囗 以内 に， ４の （２ ）の部署に記名押印した契

約言の案を提出しなければならない。

１２　契約保証金

契約 の相手方 は， 契約担当 者が指定 した 日時まで に， 契約金額の１ ００ 分の １０ 以上の額の契

約保証金を納付しなければならない。

なお，契約保証金は， その全額を売買代金に充当する。

１３　現地説明会

現地説明会は実施しない。

１４　入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称並びに問い合わせ先

大崎町役場総務課管財係

曽於郡大崎町仮宮 １０２９ 番地　　郵便番号　８９９－７３０５

電話番号　０９９－４７６－ １　１　１　１　 （内線２１６　・　 ２１ ７）


